
　令和４年５月に農地の貸し借りに関する法律（農業経営基盤強化促進法）　令和４年５月に農地の貸し借りに関する法律（農業経営基盤強化促進法）
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皆
さ
ん
は
、
自
分
ま
た
は
親
族
等
が

所
有
し
て
い
る
農
地
が
ど
の
よ
う
に
貸

し
借
り
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
管
理

さ
れ
て
い
る
か
、
把
握
し
て
い
ま
す
か
。

　

近
年
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
農
業
の

後
継
者
不
足
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、

高
齢
農
家
の
離
農
の
増
加
等
に
よ
り
、

遊
休
農
地
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

貸
し
借
り
の
制
度
変
更

そ
の
背
景
と
目
的

　

農
地
の
有
効
利
用
の
継
続
や
、
農
業

経
営
の
効
率
化
を
図
る
担
い
手
へ
の
農

地
の
集
積
・
集
約
化
を
進
め
る
た
め
、

農
地
の
中
間
的
受
け
皿
に
な
る
機
関
と

し
て
「
農
地
中
間
管
理
機
構
(
通
称
:

農
地
バ
ン
ク
)」
が
、
平
成
26
年
に
設

置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
農
地
バ
ン
ク
が
、

市
町
村
・
農
業
委
員
会
の
協
力
を
得
て
、

意
欲
の
あ
る
農
業
者
へ
農
地
の
貸
し
借

り
等
を
進
め
る
事
業
が
農
地
中
間
管
理

事
業
で
す
。

　

農
地
バ
ン
ク
は
、
農
地
を
貸
し
た
い

人
(
出
し
手
)
か
ら
農
地
を
借
り
受
け
、

農
地
を
借
り
た
い
人
(
受
け
手
)
に
貸

し
付
け
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
出
し
手

は
賃
料
が
口
座
振
込
に
よ
り
確
実
に
農

地
バ
ン
ク
か
ら
支
払
わ
れ
る
た
め
、
安

心
し
て
農
地
を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
出
し
手
の
異
な
る
複
数
の
農

地
の
受
け
手
は
、
賃
料
を
ま
と
め
て
農

地
バ
ン
ク
に
払
う
た
め
、
支
払
事
務
の

効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

地
域
の
農
地
を
適
切
に
管
理
し
、
有

効
活
用
す
る
た
め
に
も
、
農
地
の
貸
し

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は

農地の貸し借りの
制度が変わります

少
子
高
齢
化
に
よ
っ
て

増
え
続
け
る
遊
休
農
地

　

遊
休
農
地
を
放
置
す
る
と
、
土
地
の

荒
廃
が
進
み
、
耕
作
が
不
可
能
と
な
る

土
地
=
荒
廃
農
地
の
増
加
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　

農
業
の
担
い
手
が
、
遊
休
農
地
を
含

む
地
域
の
農
地
を
利
用
し
、
生
産
性
の

高
い
農
業
を
行
う
た
め
に
①
地
域
で
農

業
の
将
来
の
在
り
方
等
を
協
議
し
、
農

地
の
集
積
・
集
約
の
た
め
の
目
標
地
図

を
含
め
た
地
域
計
画
を
作
成
す
る
。
②

今
ま
で
農
業
委
員
会
や
農
業
協
同
組
合

等
を
介
し
て
行
っ
て
い
た
農
地
の
貸
し

借
り
を
、
令
和
７
年
度
か
ら
「
農
地
中

間
管
理
事
業
」
に
一
本
化
す
る
。
と
い

う
方
針
が
農
林
水
産
省
か
ら
示
さ
れ
ま

し
た
。

ま
ず
は
名
義
変
更
か
ら

具体的な手続き

事
業
の
メ
リ
ッ
ト

　

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
て
今

後
も
農
地
を
貸
し
た
い
人
(
出
し
手
)

は
、
対
象
農
地
の
「
登
記
名
義
人
」
で

あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
相

続
未
登
記
の
農
地
で
も
、
相
続
人
全
員

の
過
半
の
同
意
が
あ
れ
ば
貸
し
出
し
は

可
能
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
か
ら
相
続
登
記
は
義

務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
貸
し
出

し
て
い
る
農
地
の
相
続
登
記
が
完
了
し

て
い
る
か
を
確
認
し
、
農
地
中
間
管
理

事
業
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

農地中間管理事業の賃料の流れ

借りた人
（受け手） 貸した人

（出し手）賃料

賃料をまとめて

支払い

農地中間管理機構

（農地バンク）

借
り
は
農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し

ま
し
ょ
う
。

Q 　現在、利用権設定等促進事業で農地を貸していて、令和７年３月末で利用権設定期間が
終了する場合、引き続きこの農地を貸し続けるためにはどうすればいいの？

　令和７年度からは、農地の貸し借り等を仲

介する「農地中間管理事業」に手続きが一本

化されます。 

※令和７年度以降も利用権設定等促進事業・

　農地利用円滑化事業の貸借期間が残ってい

　る場合、期間満了まで契約は有効です。

変更のポイント
●利用権設定等促進事業 ●農地利用集積円滑化事業

●農地中間管理事業に一本化

担い手 農地所有者

貸借同意

担い手農地所有者
農業委員会

農業協同組合

利用権設定

相談・要請

委任 貸付

貸付
貸付

連携

地域計画に基づき調整 地域計画に基づき調整

担い手

農地所有者

農地中間管理機構

（農地バンク）

関係機関

（市・農業委員会）

●農地中間管理事業

※下図参照

相談・連絡

相談・連絡

令
和
６
年
度
ま
で

令
和
７
年
度
か
ら

　令和７年３月末で利用権設定期間が終了する人は、以降も貸し出しを継続するには農地中間管理事業
でしか貸し出しはできませんので、次の事項を確認の上、ご相談ください。

　①対象農地がご自身の名義でなければ登記名義人の変更を行ってください。
　② 登記名義人の変更が困難な場合でも、相続人全員のうち過半の同意があれば農地の貸し出しができ
ますので、相続人同士で連絡を取り合い、過半の同意を得る準備をしておいてください。

　※ 農地所有者（出し手）・耕作者（受け手）からの申請書類を受け付けたあと、市から農地中間管理機構
への申請手続きに３～４か月程度かかるため、11月までに①または②の手続きを完了してください。

　※対象者には、改めて通知します。

A

令和６年 ２月末令和７年

申請イメージ ３月末に農地の利用権設定等促進事業での利用権設

定期間が終了して、農地中間管理事業による貸し借

りをする人の申請受付期限

11月末

農地中間管理事業に一本化

２月末までに農地の利用権設定等促進事業での利用権設定期間が終了

する人は、今までの貸し借りを継続するか、農地中間管理事業で貸し

借りをするか選択可能

※ 利用権設定等促進事業での貸し借りを継続する人は利用権の期間が

満了する月の１か月前までに申請してください。

※ 農地中間管理事業による貸し借りを希望する人は申請の３～４か月

前までにご相談ください。

３月末
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